
［異常時通報連絡の公表文（様式１－２）］

伊方発電所から通報連絡のあった異常について
（平成１３年１２月分）

 
14． 1．10
環境政策課

(内線2443)
 
１ 平成１３年１２⽉に、安全協定に基づき四国電⼒㈱から県へ通報連絡があった異常

は次のとおりですので、お知らせします。
県の
公表
区分

異常事項
 

通報連絡
年⽉⽇

 

 
概        要

 

管理
区域
該当

国へ
の

報告
備 考

 
Ａ※

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

炉内温度測定⽤熱
電対引出管からの
漏えい
（２号機）

 

13.12.11

 

定期検査で１次冷却系統の耐
圧・漏えい検査を実施中、炉内
温度測定⽤熱電対引出管から漏
えい。分解点検の結果、締付ボ
ルト等に潤滑剤の塗布不⾜が確
認されたため、潤滑剤塗布の徹
底を図るとともに、締付部隙間
量の上限値を定めて管理を⾏う
よう改善を図ったうえで再組⽴
を⾏い、漏えいのないことを確
認。格納容器外への漏えいはな
く、環境への影響はなかった。

内
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

×

 

速報済

 
Ｃ
 
 
 
 
 

 

復⽔流量計測⽤配
管元弁からの漏え
い
（１号機）

 

13.12.26

 

定格出⼒運転中、復⽔管と復⽔
流量計測⽤配管元弁の間から漏
えい。充填材による補修を実施
し、漏えい停⽌を確認。次回定
期検査で修理を実施する。プラ
ント運転及び環境への影響はな
かった。

外
 
 
 
 
 

 

×

 

今 回
発 表

 

※国における法律⼜は通達に基づく報告対象の判断に時間を要したためＡ区分として公表したが、その
後、国への報告対象事象に該当しないことを確認している。
 
２ いずれの事象も、外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はないものでし

た。



［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］

復水流量計測配管元弁からの漏えいについ
て

 
 

                             14． 1．10
                             環境政策課

                             (内線2443)
［異常の区分］

 
国への法律・通達に基づく報告対象
事象
 

　　　 有　　　・　　　無
 
[評価レベル　　]

県の公表区分 　　　 Ａ　・　Ｂ　・　Ｃ

 
外部への放射能の放出・漏えい
 

　　　 有　　　・　　　無
 
[漏えい量　　　]

 
 
 
異常の概要
 
 
 

発生日時 　１３年１２月２６日１５時１０
分頃

 
発生場所
 

　 １号・２号・３号・共用設備

 
　 管理区域内　・　管理区域外

 
種　　類
 

・設備の故障、異常
 
・地震、人身事故、その他

 
［異常の内容］
 １２⽉２６⽇１５時４８分、四国電⼒㈱から、別紙のとおり、伊⽅発電所の異常
に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ １２⽉２６⽇１５時１０分、伊⽅１号機２次系の復⽔流量計測⽤配管元弁か

ら、⽔が漏えい（約１滴／秒）していることを、保修員が発⾒した。
２ 詳細は調査中である。
３ 漏えい⽔には放射能は含まれておらず、環境への放射能の影響はない。
 
［異常の原因及び復旧状況］
 １２⽉２７⽇１１時５０分、四国電⼒㈱から、原因及び復旧状況について、次の
とおり連絡がありました。
１ 調査の結果、復⽔管と元弁の間に⻑さ約２ｍｍの微⼩な傷があることを確認し

た。
２ このため、充填材による補修を実施し、１２⽉２７⽇１０時３５分、漏えいの

停⽌を確認した。



３ 当該部は、次回定期検査で修理する。
４ 本事象によるプラント運転への影響並びに環境への放射能の影響はない。
 
 県としては、職員が復旧状況等を確認しました。
 
 
 
（伊⽅発電所及び周辺の状況）
 
原⼦炉の運転状況
 

１号機 運転中（出⼒100％） ・停⽌中

２号機 運転中（出⼒100％） ・停⽌中

３号機 運転中（出⼒100％） ・停⽌中

発電所の排気筒・放⽔⼝モニタ値の状況     通常値  ・  異常値

周辺環境放射線の状況     通常値  ・  異常値

 
伊　方　発　電　所　情　報

（お知らせ）

発信年⽉⽇  平成１３年１２⽉２６⽇ (⽔) １５時 ４８分

発 信 者  伊⽅発電所 森岡

当
 

該
 

機

号 機
 

(定格出⼒)
 １号機（５６６ＭＷ）･２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ） 
 

発⽣時
 

状 況

1.出⼒566MWにて(出⼒運転中･調整運転中･出⼒上昇中･出⼒降下中)
 

2.第 回定期検査中

 設備トラブル ・ ⼈⾝事故 ・ 地震 ・モニタ関係 ・その他

１．発⽣⽇時︓ １２⽉２６⽇ １５時 １０分

２．場  所︓ 屋外１０．２Ｍ（脱気器付近）

                   



発 ⽣ 状 況
 概  要

 

 ３．状  況︓ 伊⽅１号機は定格出⼒で運転中のところ、本⽇１５時
       １０分、２次系復⽔系統の復⽔流量計測⽤配管元弁から
       の漏えい（約１滴／秒）を保修員が発⾒しました。

        詳細は調査中です。

        なお、漏えい⽔には放射能が含まれておらず、環境へ
       の放射能の影響はありません。

 

運転状況
  

１号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
 ２号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
 ３号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中

 備 考
 

   

 

伊　方　発　電　所　情　報



（お知らせ，第２報）

発信年⽉⽇  平成１３年１２⽉ ２７⽇ (⽊) １１時 ５０分

発 信 者  伊⽅発電所 森岡

当

該

機

号 機

(定格出⼒)
 １号機（５６６ＭＷ）･２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ） 
 

発⽣時

状 況

1.出⼒566MWにて(出⼒運転中･調整運転中･出⼒上昇中･出⼒降下中)

2.第 回定期検査中

発 ⽣ 状 況
 概  要

 設備トラブル ・ ⼈⾝事故 ・ 地震 ・モニタ関係 ・その他

１．発⽣⽇時︓ １２⽉２６⽇ １５時 １０分

２．場  所︓ 屋外１０．２Ｍ（脱気器付近）

                   
３．状  況︓ 伊⽅１号機は定格出⼒で運転中のところ、２６⽇１５
       時１０分、２次系復⽔系統の復⽔流量計測⽤配管元弁か
       らの漏えい（約１滴／秒）を保修員が発⾒しました。
                    ［第１報にてお知らせ済
み］

        調査の結果、脱気器⼊⼝復⽔管と当該元弁の間に微⼩
       な傷（⻑さ約２ｍｍ）が認められましたが、⾁眼では確
       認しづらい程度の⾮常に⼩さなものでした。

        傷が微⼩なものであることから、充てん材による補修
       を実施し、本⽇１０時３５分、漏えいが停⽌したことを
       確認しました。

        当該部については、次回定期検査にて修理を実施する
       こととします。



 

        なお、本事象によるプラント運転への影響および環境
       への放射能の影響はありません。

        本事象に関するお知らせは、本報をもって終了させて
       頂きます。

 

運転状況
 

１号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
２号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中
３号機︓出⼒運転中・調整運転中・出⼒上昇中・出⼒降下中・定検中

 備 考

 

○添付資料－２︓伊⽅１号機脱気器⼊⼝復⽔管復⽔流量計⽤差圧取出
        配管漏えい状況図
 

県の公表区分の説明など 周辺環境放射線確認結果  異常発⽣箇所（系統図）
写真  ⽤語解説

https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h13/i131226/%E5%9B%9B%E9%9B%BB%E6%B7%BB%E4%BB%98131226-2.gif
https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/kubun.htm
https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h13/i131226/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A131226.htm
https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h13/i131226/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%9B%B3131226.gif
https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h13/i131226/%E5%86%99%E7%9C%9F131226.JPG
https://www.ensc.jp/pc/user/HOUDOU/h13/i131226/%E7%94%A8%E8%AA%9E131226.GIF




（参考）
 
１　国への法律・通達に基づく報告対象事象

 核原料物質、核燃料物質及び原⼦炉の規制に関する法律及び⼤⾂通達等に基づき、国
（経済産業省原⼦⼒安全・保安院等）に対し、⼀定レベル以上の事故・故障等を報告す
ることが義務付けられている。
 国への法律・通達に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原⼦⼒機関が定めた評価
尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが⽰されるので、異常の程
度を判断する⽬安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象と
されている。

 
２　県の公表区分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 内               容

Ａ

 

○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態
（放射能の放出、原⼦炉の停⽌、出⼒抑制を伴う事故・故障、国への報告
対象事象 等）
○社会的影響が⼤きくなるおそれがあると認められる事態
（⼤きな地震の発⽣、救急⾞の出動要請、異常な⾳の発⽣ 等）
○その他特に重要と認められる事態

Ｂ

 

○管理区域内の設備の異常
○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指⽰値の有意な変
 化
○原⼦炉施設保安規定の運転上の制限が⼀時的に満⾜されないとき
○その他重要と認められる事態

Ｃ ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

 
３　管理区域内・管理区域外

 その場所に⽴ち⼊る⼈の被ばく管理等を適切に実施するため、⼀定レベル（３⽉間に
１．３ミリシーベルト）以上の被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定め
ている。原⼦炉格納容器内や核燃料、使⽤済燃料の貯蔵場所、放射能を含む⼀次冷却⽔
の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場
所等が管理区域に該当する。
 異常発⽣の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する⽬安となる。



周辺環境放射線調査結果
（県環境放射線テレメータ装置により確認）

 
 平成１３年１２⽉２６⽇(⽔)               （単位︓ﾅﾉグﾚｲ／時）
 
測定局       時刻

測定値 平常の変動幅
の最⼤値

14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 降⾬時 降⾬時
以外

 愛
媛
県

 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ １６ １６ １６ １６ １６ ４１ １８

九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ ５３ ５２ ５２ ５３ ５４ ７６ ６０

湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ ４４ ４４ ４４ ４３ ４４ ６４ ５４

伊⽅越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ １６ １７ １７ １７ １７ － －

川永⽥ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ ２２ ２２ ２２ ２２ ２２ － －

豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ １２ １２ １２ １１ １１ － －

加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ １７ １７ １６ １７ １７ － －

⼤成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ － －

四
国
電
⼒
㈱

ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ １４ １４ １４ １３ １４ ３７ １６

ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1 １４ １４ １４ １３ １４ ３９ １６
ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2 １３ １３ １３ １３ １３ ３９ １６

ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3 １２ １２ １２ １２ １２ ３９ １５

ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4 点   検   中 ４０ １６
 ※降⾬の状況︓有・無
 
 
（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降⾬等の気象要因や⾃然条件の変化等により変動するので、原⼦⼒

安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と⽐較して評
価しています。
 「平常の変動幅」は、過去２年間の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）と
しており、⼀般に、測定値が「平常の変動幅」の最⼤値以下であれば、問題のない測定値と判
断されます。

２ 環境放射線は線量(グﾚｲ)で表されますが、⼀般的に、これに0.8を乗じて、⼈の被ばくの程度
を表す線量(ｼ-ベﾙﾄ)に換算しています。
 例えば、九町モニタリングポスト（線量率約60ﾅﾉグﾚｲ／時）付近では、１年間に約0.4ﾐﾘｼ-
ベﾙﾄ（ミリはナノの100万倍を表す）の⾃然放射線を受けることとなりますが、これは、胃の
Ｘ線検診を１回受けた場合とほぼ同じ程度の量です。








